
 

 

 

【事業の開始時期ごとの消費税額の取り扱いについて】 

 事業の開始時期により、取扱いが以下のように異なりますのでご注意ください。 

事業の開始時期 請負金額 消費税率等に係る暫定措置 

①工事開始日が平成 25年 9月 30日以前のもの 消費税を含む 適用されない 

②工事開始日が平成 25年 10月 1日～ 

平成 27年 3月 31日までのもの 

消費税を含む 適用される 

（請負金額に 108分の 105を乗じる） 

③工事開始日が平成 27年 4月 1日以降のもの 消費税を除く 適用されない 

 

※令和 5年度中の元請工事の請負金額は、税抜となります。 

※この報告書には、元請で有期事業の一括ができる地域内で施工した事業で、令和 5 年４

月１日から令和 6 年３月３１日までの間に終了した事業（令和 5 年３月３１日以前から行っ

た事業で、令和 5年度中に終了した事業を含む）のみ記載してください。 

請負金額 500 万円未満の工事は

取りまとめて記入できます。 

㋺請負代金に加算する額は、追加工事額等を記入する欄ではありません。

㋩請負代金から控除する額は、減額契約または消費税額等を記入する欄

ではありません。増額、減額契約等を含めた額を請負代金の額に記入して

ください。 


